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い
わ
ゆ
る
諭
旨
免
職
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

経
済
産
業
省
は
、
大
臣
官
房
企
画
室
の
裏
金
作
り
に
関
し
て
、
本
年
六
月
六
日
付
け
で
、
前
企
画
室
長
を
諭
旨
免
職
に
し

た
。
し
か
し
、
諭
旨
免
職
や
裏
金
作
り
の
事
実
に
関
し
て
、
大
臣
に
報
告
し
た
の
は
、
約
二
週
間
後
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。

い
わ
ゆ
る
諭
旨
免
職
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ど
の
よ
う
な
規
定
文
が
あ
る
の
か
。

な
ぜ
、
直
ち
に
諭
旨
免
職
や
裏
金
作
り
の
事
実
を
大
臣
に
報
告
の
上
、
公
表
し
な
か
っ
た
の
か
。

な
ぜ
、
六
月
二
十
二
日
に
な
っ
て
当
該
事
実
を
、
大
臣
に
報
告
し
た
の
か
。

な
ぜ
、
懲
戒
処
分
と
し
な
か
っ
た
の
か
。

告
発
す
る
予
定
は
あ
る
の
か
否
か
。

諭
旨
免
職
と
す
れ
ば
、
公
表
せ
ず
に
、
秘
密
裏
に
処
理
で
き
る
。
不
祥
事
隠
し
に
諭
旨
免
職
が
な
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば

問
題
で
あ
る
。

今
回
の
経
済
産
業
省
の
対
応
の
是
非
に
関
し
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

二

過
去
十
年
間
、
全
府
省
庁
で
の
諭
旨
免
職
に
関
し
て
、
府
省
庁
ご
と
に
退
職
年
月
日
、
役
職
、
具
体
的
理
由
、
不
祥
事
隠

一



し
の
狙
い
が
あ
っ
た
か
否
か
、
公
表
の
有
無
、
懲
戒
処
分
に
し
な
か
っ
た
理
由
等
の
実
態
を
調
査
・
把
握
し
て
、
明
ら
か
に

し
た
上
で
、
そ
の
是
非
に
関
し
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


